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図 川内地域のモニタリングポスト等地点及び一時移転等の実施単位

 モニタリングポスト等の実測値に基づいて、迅速に防護措置を講ずる区域を特定できるよう、原子力災害対策重
点区域における全ての一時移転等の実施単位毎に緊急時モニタリング地点を設定する必要がある。

 鹿児島県では、緊急時モニタリング地点81地点（下甑島3地点とPAZを除く）にモニタリングポスト等を設置し、一
時移転等の実施単位毎に関連付けを行っている。なお、全てのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等について非常用電源を装備して
いるほか、故障等に備え、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等を保有している。
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※ PAZ及び下甑島内のモニタリングポストを合わせて合計１００箇所




